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現 行  変  更  後 

第 18 条（預託証拠金の返還） 

当社は、本口座の有効証拠金が当社の定める未決済ポジション

の必要証拠金を超過する場合、預託証拠金の範囲内でお客様か

ら超過額の全部または一部の返還請求を受けたときは、返還請

求日から起算して 4 営業日以内に返還いたしますが、返還請求

のあった口座に対し、第 34 条（解約）（4）～（12）および

第 35 条（サービス利用の制限）（1）～（6）に該当すると当

社が判断した場合、この限りではないことをあらかじめ承諾す

るものとします。 

2．お客様は、預託証拠金の返還の取扱いについて、当社が定

める方法により行われることを承諾するものとします。 

第 18 条（預託証拠金の返還） 

当社は、本口座の有効証拠金が当社の定める未決済ポジション

の必要証拠金を超過する場合、預託証拠金の範囲内でお客様か

ら超過額の全部または一部の返還請求を受けたときは、返還請

求日から起算して 4 営業日以内に返還いたしますが、返還請

求のあった口座に対し、第 34条（解約）（4）～（12）

（15）（16）および第 35 条（サービス利用の制限）（1）～

（6）に該当すると当社が判断した場合、この限りではないこ

とをあらかじめ承諾するものとします。 

2．お客様は、預託証拠金の返還の取扱いについて、当社が定め

る方法により行われることを承諾するものとします。 

2024年 6月 3日現在 2025年 3月 17日現在 


